
令和7年10月13日(月・祝)に開催された長寿を祝う会において配布したものです
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「近所で工事をしていまして」「無料で点検します」などと声を掛けられたことはありませ
んか？そういった業者に、「今すぐ修理しないと雨漏りして大変なことになります」「大事故
に繋がりますよ」など、住まいの危険を強調されたり、冷静に考える時間を与えず「今なら安
くします」と契約を急かされたことはありませんか？
これらは、点検と称して屋根などを壊したり、実際には不要な修理を高額で請求するケース

もあるのが実態です。

被害に遭わないための対策としては、その場で契約しない・業者の身分証明書を確認する・
複数の業者から見積もりを取る・消費生活センターへ相談する・最寄りの警察へ通報する、な
どが挙げられます。

また、突然訪問してきた業者に対しては、「家族に相談します」「必要ならこちらから連絡
します」などと言って断りましょう。訪問者の名前や業者名、名刺をよく確認しておきましょ
う。名刺を持ち合わせていないなど、訪問したことの形跡を残さないような不審な状況がある
なら尚更、車のナンバーも控えておくと良いでしょう。点検業者と言いつつ、他都道府県ナン
バーであることも一つの不審点と言えます。少しでも不安を感じたら、躊躇することなく警察
に通報してください！

　最後に、警察からのお願いです。
突然の訪問販売や悪質な点検商法は、巧みな言葉で不安を煽り、冷静な判断を奪うのが特徴

です。『契約はその場で決めない』『不審な場合はすぐ相談』、この２点を心掛けるだけで、
被害は大きく減らせます。これらの被害に遭いやすいのは、独り暮らしや高齢世帯です。ご近
所付き合いや、離れて暮らす家族との連絡を密にし、家族や地域で見守りを強めましょう。
安心・安全な暮らしを守るために、是非、周囲の方々や大切な人にも情報共有をお願いいた

します。
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